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ラ スト ワン マイルの移 動 手 段として 期待
活力ある 地域を目指して

誰も が安心して移動できる地域を目指す

住民主体の仕組みづく り
地域の交通システムは、「 地域間交通」と「 地域内交通」に分けられます。超高齢社会を迎え、ラスト ワンマイルをカバーする

「 きめ細やかな」地域内交通のニーズが高まっていますが、コミ ュニティ バスやデマンド 交通など、従来型の乗合交通だけでは対

応が困難なケースも少なく ありません。

誰もが、安心して移動を楽しめることは、人々 や地域を元気にします。ラスト ワンマイルの移動の仕組みを「 つくる」ためには、地域が考

え、行動することが必要です。また、自治体もこうした取り 組みを支える視点が大切です。

各家庭など最終目的地を結ぶ
地域の特性、運行事業者の事業性、移動範囲・ 人数、
利用者の目的等により 、適切な移動手段を判断

「 支線」 
ラスト
ワンマイル

「 幹線」

地域内交通

役割 交通手段交通分類

路線バス、コミュニティバス

鉄道・ 地下鉄、LRT・ BRT、
路線バス

コ ミ ュ ニティ バス 、乗合タ ク
シー、タクシー、自家用有償旅客
運送、許可や登録を要しない運
送

主な交通分類と 交通手段

地域間交通 地域と 地域を結ぶ

駅や地域内の主要目的地を結ぶ

利
用
者
特
定

利
用
者
不
特
定

個別輸送 （ 輸送密度小）

タクシー

乗合タクシー

（ 路線定期・ 路線不定期・ 区域）

マイカー
無料のシャト ルバスやボランティ ア運送など

（ 許可や登録を要し ない運送）

福祉有償運送

交通空白地有償運送

利用者特性と 輸送密度による分類

自家用有償旅客運送（ 公共ライド シェア）

日本版

ライド シェア※

※タクシー事業者の管理による
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いつでも 、どこへでも 行ける自家用車は、私たちのモビリ ティ を 飛躍的に高めまし た。自家用車を「 地域のクルマ 」として活

用する仕組みとして「 自家用有償旅客運送」があります。

地域の移動を支える方法はさまざまです。安全性の確保や安定的な供給の観点からは、バスやタクシー事業者といったプロ

による運行が望ましいといえますが、地域にバス・ タクシーの事業者が存在し ない場合や、地域住民の助け合いで移動を支えた

いような場合には、「 自家用有償旅客運送」が有効な手段です。

移動手段を考えるプロセスについては「 移動の仕組み8 STEP -START BOOK-」も 参照してく ださい。

https://chimobi-toyota-mf.jp/support/#support-start-book-id

自家用車による移動サービスは、①自家用有償旅客運送（ 公共ライド シェア）のほか、②自家用車活用事業（ 日本版ライド シェア）、③道路運送

法上の許可・ 登録を要しない輸送があります。

①自家用有償旅客運送（ 公共ライド シェア）

地域住民の生活に必要な輸送について、バス・ タクシー事業

では提供すること が難し い場合に、市町村やN PO法人等が

自家用車により 有償で運送できる制度であり 、道路運送法

上の地域公共交通会議で協議を調えること が必要です。「 交

通空白地有償運送」と 呼ばれる 、市町村が直接運行する路

線バスや交通空白地における区域運行のほか、要介護者や

障がい者等を対象とした「 福祉有償運送」があります。

自家用有償旅客運送を実施する際には、安全確保の観点か

ら 運行管理や車両整備管理が必要と なり ますが、こ れら の

業務について、バス・ タクシー事業者の協力を得て実施する

ことも可能です（ 事業者協力型自家用有償旅客運送）。

②自家用車活用事業（ 日本版ライド シェア）

道路運送法7 8 条3 号に基づき 、タクシーが不足する地域の

ほか、時期・ 時間帯を対象に、タクシー事業者の管理下で自

家用車による有償輸送を可能にしたものです（ 2 0 24 年10月

現在）。

③道路運送法上の許可・ 登録を要しない輸送

地域での互助活動やボランティ アによって利用者を無償で輸送

するものです。無償であるため道路運送法の許可や登録を必要

としません。国土交通省は、「 道路運送法における許可又は登録を要

しない運送に関するガイド ライン」として詳細を整理しています。

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/0 0 03 30724 .pdf

「 地域のクルマ 」として自家用車を活用

３ つに区分さ れる自家用車による移動サービス

さ れる「 自家用有償旅客運 送 」

・  一種免許で運転でき、自家用車を活用可能

・  路線を定めた運行、区域を定めた運行を選択可能

・ 営利とは認められない範囲で有償の運行が可能

・ 市町村が運営し 、バス・ タクシー事業者やNPO等に運行委託
  することも可能

・ 自家用有償旅客運送を実施する際、バス・ タクシー事業者に運行
管理のほか、車両整備管理や配車サービス等を委託する「 事業者
協力型自家用有償旅客運送」を選ぶと 、登録の有効期間が５ 年に
延びるほか、タクシーとの共同輸送も可能　 　 　 　 　 　 　 　 　

（ 2024年4月26日　 国自旅第73号通達）

＜自家用有償旅客運送の特徴＞

＜事業者協力型自家用有償旅客運送＞

出典）吉田樹・ 福島大学教授作成資料を基に作成

乗合輸送 （ 輸送密度大）

路線バス LRT・ BRT 鉄道・ 地下鉄

コミ ュニティ バス

   路線定期・

   路線不定期(       )
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❶

❷

❸

❹

法律上の呼び方 実施主体 ナン
バー

運転免許

条件

運営主体 運行主体

自
走

無
償

特
例
で
の
有
償
運
送

通
常
の
有
償
運
送

バスやタクシー

一般旅客 
自動車運送事業

一般乗合旅客自動車
運送事業

一般貸切旅客自動車
運送事業

一般乗用旅客自動車
運送事業

自家用有償
旅客運送

（ 公共ライド
シェア）

バス・タクシー
事業者、
市町村、
地域組織など

バス・タクシー
事業者など

タクシー事業者

市町村

NPO等

市町村

NPO等

定め無し

介護事業所、
学校等

誰でも

運送ではない（ 自分で運転）

※1 公共交通の空白地や運行されない時間帯などを指す。地域公共交通会議（ 地域交通法に基づく 協議会が、地域公共交通会議を兼ねている場合もあります）　 　

「 タクシー運賃の概ね2分の1の範囲内」の指針は、20 20年11月の制度改正で撤廃。 【 2 02 0年11月の制度改正以前の名称】 ①市町村運営有償運送・ 交通空白　 　

公共交通の
不便地※1を対象

タクシーが
不足した場合

要介護者など
移動困難者が対象

災害のため緊急を
要するときのみ

公共の福祉を確保
するためやむを得ない
場合

許可・ 登録等が不要

許可・ 登録等が不要

特定旅客自動車運送事業

―

―

―

―

―

―

バス・ タクシー
事業者など

２ 種免許

１種免許でも可
（ 要認定講習）

１種免許でも可
（ 要認定講習）

１種免許でも可
（ 要認定講習）

１種免許でも可
（ 要認定講習）

緑

1種免許でも可
（ 要タクシー事業者の指
監督）

白

白

白

白

白

市町村、バス・
タクシー事業者、
NPO等も可

NPO等

市町村、バス・
タクシー事業者、
NPO等も可

NPO等

定め無し

介護事業所、
学校等。運行
委託も可

誰でも

自家用車活用事業
（ 日本版ライド シェア）

白 １種免許でも可

白 １種免許でも可

交通空白地
有償運送

福祉有償運送

自動車を使って有償で人を運ぶためには、道路運送法上の許可や登録が必要です。道路運送法では有償運送として

「 通常の有償運送」と「 特例の有償運送」が定められています。地域に合った移動の仕組みづく りには、様 な々交通手段

を組み合わせることが大切です。

道路運 送法による 運 送 形態の分類
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運送対象
概要と典型例

運送料

　 　  の場で、個別に必要性を判断。 ※2 地域公共交通会議の場で、対象者を限定することも可能。 ※3 営利とは認められない範囲であること 。従前の目安であった

　 　  輸送、②公共交通空白地有償運送、③市町村運営有償運送・ 市町村福祉輸送、④福祉-有償運送

有償
（ 原価＋利益）

有償

有償※3

有償※3

有償※3

有償※3

指導

不特定※2

不特定※2

限定
（ 要介護者等）

限定
（ 要介護者等）

定め無し

限定

不特定

コミ ュニティバス
市町村等が企画運営し バス会社に運行委託

路線バス（ 民営・ 公営）
事業者を実施主体として運行

乗合タクシー
小型車両による乗合運行、デマンド 交通など

タクシー

スクールバス、企業の送迎バス、施設の送迎バス
同じ目的地に行く 一定の範囲の人だけを乗せる

NPO等による住民の送迎サービス
相乗り・ 個別輸送、路線・ 路線無し など様々

自治体による障がい者や要介護者の送迎サービス
福祉車両や一般車両を使用し 相乗りも可、社会福祉協議会への委託が多い

NPO等による障がい者や高齢者等の送迎サービス
福祉車両や一般車両を使用し 、基本は個別輸送

被災地で送迎した団体等に対し 、市町村が費用補てんする場合などの許可

ヘルパーによる通院等の送迎、スクールバス

レンタカー・ カーシェアリングで自走または同乗

マイカー・ カーシェアリングで自走または同乗

白ナンバーのコミ ュニティ バス・ 乗合ワゴン・ 個別輸送
市町村が直接実施または事業者・ 団体に運行委託

観光バス等の貸切バス

無償 
（ 燃料等実費
 可）（ 謝礼可）

有償

事業者・ 市町村が行う 無料（ シャト ル）バス、無償ボランティ アによる運送

不特定

限定
（ 社員等）

ライド シェア
法人タクシー事業者が自家用車・ 一般ド ライバーを活用して行う 有償運送

不特定

不特定

あわせてご 覧く ださ い

高齢者の移動手段の確保に関する

パンフレット（ 国土交通省）

https://ww w.mlit.go.jp/sogoseisaku/tran
sport/sosei_ transport_ tk _ 0 0 012 0 .html
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自家用有償旅客運 送  導入まで の10 ステ

地域内交通の導入は、市町村と地域住民が一体となり取り組むことが必要です。自家用有償旅客運送は、市町村が実施

する場合もありますが、ラスト ワンマイルの移動手段を確保するためには、地域住民、事業者、NPO、社会福祉協議会と

いった様 な々立場の人々 が協力してプロジェクト チームを立ち上げ、実施主体へと組織づくりを進めることが有効です。

・ アンケート だけでなく ヒアリングなども行い、具体的な

ニーズを可視化しましょう 。

・ 地域のニーズを 満たす移動サービ スの大まかな

イメ ージを作りましょう 。

・ 自家用有償旅客運送とその他の方法でできることを

整理しましょう 。

サービス提供方法の検討

21

現状把握

・ アンケート 内容は、回答者が気づきを得たり 、
参加・ 利用しようと思える内容に工夫

・ 地域住民への個別調査や、住民同士の座談会
なども真のニーズ把握に有効

1.真のニーズ把握

・ 地域交通や福祉政策の課題を把握し 改善可能
かを検討

・ 福祉部局と 連携して、「 誰が、どのよう な移動
手段を、どのくらいのサービス水準で必要として
いるか」を把握

・ 介護保険事業計画策定に向けたニーズ調査
結果を分析

2.福祉分野と連携し 、課題を把握

3.現状の地域交通に関し以下を確認
許認可形式/運行形式/事業主体/運行主体/起終
点/ルート やバス停/ダイヤ/運賃/車両形態/利用
制限/利用実績/収支状況/サービスの質

市町村担当者のアクショ ン

・ 対象地域/対象者/頻度/目的地/財源/費用/
分担/地域資源、運行方式等

1.ニーズを基に移動サービスの大枠を検討

・ 幹線系に乗り入れる支線か、支線のみか
・ 路線を定めた運行か、区域を定めた運行か、
 もしく は組み合わせか
・ 市町村が運営する形態か、NPO等が運営する

形態か

2.自家用有償旅客運送の活用範囲の検討

地域公共交通会議※が設置されていなければ、
設置

3.会議の設置・ 開催

・ 支線の場合は、区域を定めた運行から 検討
を始め、ニーズの集約が可能なら 、路線を定
めた運行を検討すると良いでしょう

検討のコツ

市町村担当者のアクショ ン

・ 地域の交通事業者から 、ニーズへの対応が可能か、
提案を受ける

「 自家用有償旅客運送（ 公共ライド シェア）ハンド
ブック 」P7参照
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001851070 .pdf

［ 事務、法的手続き］

※地域交通法に基づく 協議会が、地域公共交通会議を兼ねて

いる場合もあります
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2.プロジェクト チームの立ち上げ

ッ プ

・ 早い段階で地域の関係者が主役

意識を持てるように、地域住民、

交通事業者など 関係者による

ワークショップを開きましょう 。

・ 先行事例の視察に行き 、地域の

ニーズに適しているか、また運営

のコツやノウハウを学びましょう 。

・ プロジェ クト チームから 、実施

主体へ移行しましょう 。

3

ワーク ショ ッ プ

4

推進体制づく り

5

フィ ールド ワーク

・ 先行事例の現地視察や、立ち
上げに携わった人の話を聞く

・ Webサイト などから資料等を
取り寄せ、自分たちのニーズに
近い事例やしく みを検討する

・ 事例紹介セミ ナー等に参加
したり 、地方運輸局交通政策
部へ問い合わせるなど

1.参考になりそうな事例を選び、
研究

・ 運行する区域や使用する車両、
運転者、活用する補助金等を
検討する

・ 住民運行か事業者への委託
運行かを判断

2.先行事例の学びを基に検討

3.実施主体へと 組織づく りを
進める

プロジェクト チームの
アクショ ン

・ 自治会（ 町内会）、商工会、
地元企業、交通事業者、福祉
施設、常設の会議等の機会
を活用

1.地元プレーヤーへの説明

・ キーパーソンとなるやる気の
ある人を見つけて緩やかな
プロジェクト チームを立ち上
げる

・ まちづくり協議会等で、自家用
有償旅客運送に関する分科
会を設置するのもよい

・ 運営母体となる団体の候補
を探す

・ 自治会等の地縁組織は意見
集約も得意で、マンパワーを
集約しやすい

市町村担当者の
アクショ ン

・ 近所の人や既存の組織で
話し合う

・ 既存団体でネット ワークを
形成して検討するのもよい

1.チームメンバーや仲間を探す

地域住民・ キーパーソンの
アクショ ン

・ 住民が主体的に移動手段を
作り 、維持していく ことの必
要性、またそれが可能である
こと

・ 地域交通の現状と課題、行政
側の基本的な方針等

・ 自家用有償旅客運送の概要、
先行事例、条件等

1.住民主体の重要性を重点的
に説明

市町村担当者の
アクショ ン

・ 困りごとや課題を具体的に
伝える

・ 各自ができることで協力

1.積極的に意見を出し 継続的
に参加

地域住民のアクショ ン

・ 既存サービスの見直しなど
は、別途話し 合いの場を
つく りましょう

・ 分科会のよう な形をとっ
てもよいでしょう

2.住民等の意見を受けて移動
サービスの内容を再検討

・ 福祉部門と 連携し 、相互
参加、共同開催、各関係
者向けに個別開催する
等の機会を作りましょう

ワークショ ッ プ開催のコツ

議論を進めるコツ

・ 公式な場ばかりではなく 、
広く 非公式な場での会話
で意外な人が見つかること
もあります

仲間を見つけるコツ

・ 制度の枠組みに拘らず、
活動目的やサービス提供
のしく みで近いも のを選
びましょう

事例選定のコツ

対応しているニーズ
・ 担い手（ 役員、運転者、      

事務局等）
・ コストとその費用分担
・ 活用している地域資源や

補助金
・ 立ち上げのプロセスと 壁

の乗り越え方
・ 抱えている課題

事例研究時のチェックポイント

市町村担当者の
アクショ ン

・ 地域住民のアクショ ン
・ 地域住民・ キーパーソンのアクショ ン

プロジェ クト チームの
アクショ ン

実施主体の
アクショ ン

・ 地域のプレーヤーである行政、住民、

事業者、NPO、社会福祉協議会、

有識者等で協力体制を構築します。

・ 具体化のためのプロジェクト チーム

を立ち上げましょう 。
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http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_ tk3 _ 0 0 0
012 .html

・ サービスの内容を細部にわたって検討し 、立ち上げの
準備をします。

・ 地域公共交通会議※の申請準備を始めます。
※地域交通法に基づく 協議会が、地域公共交通会議を兼ねている

場合もあります

・ 利用ニーズを持った人、協力してもらう人の両方に、

新しいサービスを知ってもらいます。

さあ、いよいよ導入です！全員で意見やアイデアを出し合って地域にあったサービスにしましょう 。

自家用有償 旅客 運送 導 入まで の10 ステッ プ

1.登録要件や手続きを確認

・ 市町村内の関係各課や、地域公共交通会議の
構成員に申請内容の概要を示す

2.関係者への情報共有

・ 地域公共交通会議への提出書類作成から、協議
が調って申請書を提出まで6カ月、運輸支局から
登録証の交付まで2カ月程度

・ 期間限定の試験運行を行う か、最初から登録
申請するかを判断

3.登録完了までの日程作り

・ 次年度予算確保の準備、予算要求を行う
・ 既存の補助金等の交付申請
・ 車両が市町村名義であれば手配（ 購入・ リース）

4.予算確保

市町村担当者のアクショ ン

・ 拠点、車両、事務局等の確保、サービスの愛称、
利用者負担額、運転者への支払い等の詳細を
検討、組織体制の決定

1.サービス提供の準備

・ 先行団体の運行管理やサービス調整等の実務
を学び、活用

・ 配車システム等の活用も可能

2.先行事例の活用

実施主体のアクショ ン

・ イベント 開催やチラシ配布
・ 担い手を増やすために運転者講習会を開催する

のも良い
・ 祭り行事など、住民が気軽に参加する場で協力者

や利用者を見つける

1.地域住民（ 利用者）への周知活動

市町村担当者＆実施主体のアクショ ン

・ 運転者は国土交通大臣認定講習の受講が必要（ 二種
免許保持者を除く ）

     詳しく は「 国土交通省W ebサイト 、自家用有償旅客
運送について、認定講習」参照

［ 事務、法的手続き］

・ 地域公共交通会議について
 詳しく は「 自家用有償旅客運送（ 公共ライドシェア）
 ハンド ブック 」

※地域交通法に基づく 協議会が、地域公共交通会議を

兼ねている場合もあります。

［ 事務、法的手続き］

イベント ・ 協力者集め

76

サービ スの詳細検討と

運行開始まで の手続きの確認

・ 地域に根差したサービスになるよう 、応援団
を増やすことは全てのステップで重要です

成功のコツ

https://www.m lit.go.jp/jidosha/content/001851070.pdf
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http://www.mlit.go.jp/jid
osha/jidosha _ tk3 _ 0 0 0
044.html

・ 本格導入の前に、試行する

ことで改善点を洗い出します。

・ 登録手続き完了までは
有償で実施できないため、
無償で試験運行する

・ ３～６カ月を目安に実施

1.試験運行の実施

・ 利用者やサービス提供
者の反応によってしく み
を見直す最終調整

2.事業内容の改善

市町村担当者＆実施
主体のアクショ ン

・ 国土交通省（ もしく は権限
移譲を受けた県や市町村）に
書類を提出

     詳しく は「 国土交通省Web
　 サイト 、自家用有償旅客
　 運送に関係する通達につ 

       いて」参照

［ 事務、法的手続き］

・ 地域公共交通会議への
申請書類の作成（ 市町
村以外が運営する場合
は実施主体が作成）

・ 構成員への事前説明

1.事業内容の決定

2.活用する補助や委託等
の手続き

市町村担当者の
アクショ ン

・ 自動車保険（ 自賠責＋任
意保険）と 、活動保険に
加入

・ 運転者は国土交通大臣
認定講習を登録申請まで
に受講

・ 運行管理や車両整備、
苦情処理の体制を市町
村担当者中心に決める

・ 運転者台帳、持ち込み車両
使用の契約書等の整備

1.登録申請に必要な要件の
整備（ 住民運行の場合）

実施主体のアクショ ン

・ 利用者を募集し 、利用者
台帳を作成

1.利用者の管理

・ 利用者宅や走行ルート 、
目的地周辺の下見

・ 運行管理に必要な地図
・ 運行記録用紙等の準備

2.サービス提供の準備

実施主体のアクショ ン

1.運輸支局等へ書類提出
（ 市町村以外が運営する
場合は実施主体が提出）

・ サービスの利用につながり
やすい場所や関係機関
で告知

2.地域住民等へのサービス
の周知活動

市町村担当者の
アクショ ン

3.住民の意識を高める工夫

事
業
開
始

・ 保険加入について
     詳しく は「 全国移動ネット

W ebサイト［ 自家用有償
旅客運送に関する保険の
加入について］」参照

※保険商品は最新のもの
  をご確認く ださい。

http://www.zenkoku-ido.
net/_ faq/temp/180 610
point_ hoken.pdf

［ 事務、法的手続き］

8

試験運行

9

事業内容の決定・

登録申請

10

事業実施の準備

・ 無償で試験運行を行う
ことで、登録申請の前
に、利用者の生の声
や運行上の問題点を
把握すること ができ
ます

・ 有償で試験運行を行う
場合は、ステップ９ の

「 登録申請」を先に行う
必要があります

試験運行のコツ

市町村担当者の
アクショ ン

・ 地域住民のアクショ ン
・ 地域住民・ キーパーソンのアクショ ン

プロジェ クト チームの
アクショ ン

実施主体の
アクショ ン

・ 必要に応じて修正を加え、最終
的な事業計画を策定します。

・ 地域公共交通会議の合意を
得ます。

・ 広報への掲載、住民説明会

などを通じて新しいサービス

を伝え、理解と関心を得ます。
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事業開始後は、継続に向けた努力が欠かせません。地域住民に使ってもらえるサービスになるよう 心がけましょう 。

・  継続的に事業の現状を把握し 、改善を続けましょう 。

・  住民の「 自分事」意識を高めるため、ワークショ ップ等を定期的に開催し 、事業の担い手となる人的資源の発掘、

育成をします。

公共交通空白地有償運送の運行を担う N PO法人

「 ふるさと づく り・ やらまいか」を構成する建設業者

は村内の建設業協会のメンバーであり 、適宜町役場

と 情報共有や意思疎通を図り 、継続的に利用促進

活動（ 免許返納者に1回限り で定期券進呈、中川村

交通パス『 N AK AM O』の発行、中川村公共交通

ガイド ブックの配布等）を行っている。

運行の担い手のN P O 法人ととも に
継続的に改善活動

長野県中川村

全市統一の事業評価基準に基づき 、
PD C Aを 回す

兵庫県豊岡市

仕組みを 構築する３ ステッ プ

事業の担い手（ 事業運営主体）を明確にすることが、事業の継続性の担保

には非常に重要です。その運営主体が主役意識をもち、やり 甲斐と 責任

感をもって事業を運営することで事業の質が向上します。

地域への想いが強い特定の人々の熱意と努力によって立ち上がった事業

も、メンバーの高齢化などの様 な々理由から、運営上の課題に直面する場合

があります。事業を継続するには、特定のメンバーに依拠せずに事業の

運営・ 管理をバト ンタッチしていける仕組みづく りが必要です。

事業の継続には、地域住民が積極的に関与し 必要性を理解し 、継続的に

利用してもらうことが必要です。常日頃からのコミ ュニケーショ ンに加え、

自家用有償旅客運送を愛用してもらう 仕掛けづく りが重要です。そのため

には、自家用有償旅客運送を利用したく なる外出先（ 居場所やイベント

等）の創出など、地域づく りの視点を持つことが大切です。

参考と なる取組み

action plan

check do

ポイント

事業継続の仕組み作り

2

1
事業の運営主体の

明確化

特定人物に依存し ない

運営・ 管理の仕組みの

構築

3
地域住民の積極的な

利用を 促す仕掛けづく り

需要種別、最低需要基準、市負担上限額の3点での

評価の仕組みを構築している。毎年事業を見直して

管理を継続的に行い、事業の質の改善・ 向上を図っ

ている。

10



一般財団法人ト ヨタ・ モビリティ 基金は2014年の設立以来、人々 の自由な移動の実現を目指し 、

国内外の多様なパート ナーとともにモビリティに関する取り組みを推進しています。日本では過疎化、

高齢化等による公共交通の縮小、高齢者の免許返納によって移動に不自由が生じていることに

鑑み、多様な移動手段の組み合わせによる移動の仕組みづくりを行うプロジェクト を行っています。

プロジェクト を通じ 、行政、自治組織、住民などが一体となって、地域活性化や人々 の幸福に寄与

する地域に合った移動手段を構築していく ことが重要であると認識しました。地域にあった移動の

仕組みを作るためのプロセスについては「 移動の仕組み8STE P - START BOOK -」として取り

まとめ、公表していますが、本ガイド ブックはその中でも特に自家用車を用いる場合の手引きとして

作成したものです。

本ガイド ブックが「 地域に合った移動の仕組み作り 」に取り組む皆様にとって一助となれば幸いです。

参考資料

・ 国土交通省自動車局旅客課 「 自家用有償旅客運送実施マニュアル」（ 平成30年4月、令和2年11月改訂）

・ 岡山県県民生活部県民生活交通課 「 共助による交通手段ガイド ライン～公共交通空白地有償運送の

導入に向けて～」（ 平成28年3月）

・ 長野県企画部交通政策課 「 地域交通システム再構築ハンド ブック 」（ 平成26年1月）

・ 広島市 「 地域主体による生活交通の導入・ 確保マニュアル」（ 平成28年3月、平成29年3月改訂）

・ 青森県企画政策部 「 生活交通ハンド ブック～使える生活交通システムの導入に向けて～」（ 平成19年2月）

・ 青森県企画制作部 「 生活交通における症状別処方箋」（ 平成20年3月）

・ 国土交通省総合政策局公共交通政策部 「 地域公共交通の活性化・ 再生への事例集」

  (http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/jireiindex.html)

執筆協力

・ 吉田樹（ 福島大学 教授、前橋工科大学 特任教授）

・ NPO法人　 全国移動サービスネット ワーク

・ 福本雅之（ 合同会社 萬創社代表、名古屋大学 客員准教授）

・ 井原雄人（ 早稲田大学 研究院客員准教授）

取材協力

・ 鎌田実 教授（ 東京大学）

・ 横手市総合政策部経営企画課

・ 狙半内共助運営体

・ 一般社団法人 日本カーシェアリング協会

・ 吉見町役場政策財政課政策調整係

・ 社会福祉法人 吉見町社会福祉協議会

・ 五霞町役場生活安全課

・ 五霞町役場健康福祉課

お わ り に

・ 社会福祉法人 五霞町社会福祉協議会

・ 秦野市都市部公共交通推進課

・ 秦野市福祉部高齢介護課

・ 中川村役場総務課交通防災係

・ 南砺市市長政策部地方創生推進課交通政策係

・ 京丹後市役所市長公室政策企画課公共交通係

・ NPO法人 気張る！ふるさと丹後町

・ 豊岡市役所都市整備部都市整備課交通政策係
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